
稚寝

日
日

６
０

１
１

月
月

４
６

年
年

ル
６
６

－
和
和

ク
令
令

１第
自
至

第77期1斑（民事）指導計画

横浜地方裁判所

｜担当者｜湯蔚 ’担当者 場所弓，弓
1hF．:!

u二 時 分 題

一口』一月 日

13階

大会議室

民事指導官オリエンテーション

００●
■
β
４
，
Ｊ

０１

火4/16
横浜地方裁判所長 13階

大会議宝

所長講話

０○
０
。
▲

①
Ｐ
〃
１
、
〃

命
く
ｕ

ｌ

13階

大会諺聿

問研起案

※9:50から起案の説明を始める‘

０
０

０
０

。
●
〃
凸
、
〃
守
り

０
５

１
１

金

4/19

横浜地方裁判所長 12階

特別会議室

懇談会

０
０

３
０

。
■
Ｊ
０
、
〃
■
■

２
３

１
１

月4/22

横浜地方裁判所長 12階

特別会議室

懇談会

０
０

３
０

■
■
ｆ
口
、
Ｊ
■
。

２
３

１
１

火4/23

民事訟廷管理官

民事訟延事件係

10階

中会議室

講義

民事書記官実務について

０
０

０
０

■
■
ｒ
、
Ｊ
Ｕ
■

０
１

１
１

水4/24

10階

中会議室

2民谷藤裁判'白講義

民事訴訟における争点整理

０
０

０
０

Ｆ
■
〃
巳
、
〃
■
■

０
２

１
１

木4/25

3民塩谷裁判官 10階

中会議宝

講義

保全事件の実務について

０
０

１
Ａ
“
△

◆
、
ｆ
、
〃
・
Ｆ

ｎ
く
〕

月
鍋
△

１
１

金1/26

10階

中会議幸

3民高橋裁判官講義

民事執行の実務について

０
０

５
２

。
①
夕
日
、
Ｊ
■
■

４
６

１
１

金4/26

10階

中会議室

横浜簡裁

永出卜席裁判官
講義

簡裁民事事件について

０
０

０
０

■
写
〃
Ｌ
、
夕
■
■

０
１

１
１

火4/30

自由研究侃
戸ノハ

O／乙 木

12階

特別会議室

横浜地力裁判所長懇談会

０
０

３
０

口
ロ
〃
Ｌ
、
〃
■
■

２
３

１
１

火5/7

司法研修所教官 修習生自宅間研起案講評

午前木5/9

司法研修所毛利教'自 2階

裁判官研究室

17組而談

金 午後5／10

司法研修所小西教官 2階

裁判官研究室

18組面談

終日月5/13

4民島田裁判官

9民三坂裁判官

10階

中会議室

座談会「民事裁判修習を振り返って」

０
０

３
３

■
●
夕
ｑ
、
″
・
“

３
４

１
１

6/10

呂
■

講義等の5分前には、 指定の場所に集合すること。

初日を除き、_9時30分までに登丘すること。

指導計画以外のI]程は、各配属部において部長の指示に従い起案等を行う。

(注）

6，4，15

Ｌ
■
ロ
‐
五
日

一
Ａ

■
・
１

℃



第1クール
自 令和6年4月
至 令和6年6月

第77期3垂（刑事）指導計画

横浜地方裁判所

日
日

６
０

１
１

｜担当者｜|場蕨’に’ 場所担当者題

’一‐一・一時 分曜月 日

10階

中会議室

刑事指導官オリエンテーション10xOO
f

）

火4/16
13階

大会議室

横浜地方裁判所長所長講話

０１
Ｉ
Ｌ

Ｃ
■
〃
１
，
Ｊ

３１

13階

大会議室

問研起案

※9: 50から起案の説明を始める。

10: 00

1

15: 00

木4/18

12階

特別会議室

横浜地方裁判所長懇談会12: 30

〈

13:00

4/25 木

10階

中会議幸

5刑安藤裁判官講義

令状事件の実務について

13: 10

1

14: 10

4/3(） 火

10階

中会議室

1刑加藤主任書記官講義

刑事書記官事務について

０
０

２
２

。
①
ｆ
ｋ
、
〃
町
■

４
５

１
１

火4/30

修習生自宅司法研修所教官

終日水5/l

木5/2

12階

特別会議室

横浜地方裁判所長12：30

1

13:00

火5/7

横浜地方裁判所長 12階

特別会議幸

懇談会12: 30

（
ノ

13:00

5/13 E

家事・少年指導官横浜家裁実務修習

月
～

金

6/3
（
）

6/7

9：30

！

17:00

10階

中会議宝

刑事指導官座談会「刑事裁判修習を振り返って」

０
０

０
０

■
Ｆ
〃
ｌ
、
Ｊ
■
。

５
６

１
１

月6/10

(注）・講義等の5分前には、 指定の場所に集合すること。

・2時30分までに登丘すること。

・指導計画以外の日程は、各配属部において部長の指示に従い起案等を行う。



日１
日

１
１

月
月

６
８

年
年

ル
６
６

－
和
和

ク
令
令

２第
自
至

第77期4斑（民事)･指導計画

横浜地方裁判所

場所担当者

｜再卓■一時 分 型曜月 日

民事指導官 13階

大会議室

オリエンテーション10:00

（
）

火6/1］
13階

大会諦宰

横浜地方裁判所長所長識話13：10

1

13階

大会議室

問研起案

※9:50から起案の説明を始める。

０
０

０
０

０
０

１
４

由
・
〃
０
、
Ｊ
Ｄ
ｂ

。
●
．
Ｉ
、
Ｊ
■
■

０
５

３
４

１
１

１
１

金6／14

〕民 蓼沼裁判官 13階

第3会議幸

講義

保全事件の実務についてE
ハ ノマ 門

b／lイ

13階

第3会議室

民事訟廷畠ll管理官

民事訟廷事件係

講義

民事書記官実務について

０
０

０
０

ワ
。
〃
６
，
Ｊ
■
Ｕ

Ｏ
１

１
１

木6/20
2民 谷藤裁判官

室議
階
会

３
３

１
第

講義

民事訴訟における争点整理

０
０

１
１
１
ユ

■
●
Ｉ
、
Ｊ
●
■

３
５

１
１

13階

第3会議室

講義

簡裁民事事件について

横浜簡裁
永出上席裁判'自

０
０

０
０

。
”
ｆ
■
、
ｊ
■
■

０
１

１
１

12階

特別会議室

横浜地方裁判所長懇談会

０
０

３
０

■
ｅ
ｆ
、
Ｊ
■
色

２
３

１
１

月6．/24

13階

第3会議室

3民 高橋裁判官講義

民事執行の実務について

０
０

１
４

口
。
ｆ
、
Ｊ
・
ロ

３
４

１
１

横浜地方裁判所長 12階

特別会議室

懇談会

０
０

３
０

■
・
ロ
Ｉ
、
〃
．
■

２
３

１
１

水6/26

修習生自宅司法研修所教官問研起案講評

午前木6/･21

司法研修所 小西教直 13階

教養室

18組面談

金 終日6/･28

13階

教養室

司法研修所 毛利教官17組面談

午後月7/］

横浜地方裁判所長 12階

特別会議室

懇談会

０
０

３
０

口
ロ
グ
、
、
〃
■
。

２
３

１
１

水
弓 '、

I／O

2民 谷藤裁判官

5民 田郷|茜1裁判'白

10階

中会議室

座談会

「民事裁判修習を振り返って」

０
０

３
３

■
Ｄ
ｐ
Ｌ
、
Ｊ
Ｕ
Ｕ

３
４

１
１

水7/3 1

修習生自宅
自由研究日木8/]

｡

講義等の5分前には、 指定の場所に集合すること。

初日を除き、9時30分までに登庁すること。

上記表に記載されていない日程（休日等を除く。）は、各配属部において部長の指示に従

い起案等を行う。

(注）

J, D,

kL



第2クール
自 令和6年6月
至 令和6年8月

第77期2斑（刑事）指導計画

横浜地方裁判所

11日

1日

場所担当者目時 分 題曜月 日

13階

第3会議室

刑事指導官オリエンテーション10:00

＄

火6/11
］3階

大会議室

横浜地方裁判所長所長講話13:10

1

13階

大会議室

問研起案

※9:50から起案の説明を始める。

10:00

（
ﾉ

15:00

木6/13

13階

第3会議室

6刑 安原裁判官講義

令状事件の実務について

10:00

1

11:00

6/17 月

13階

第3会議室

2刑 倉持主任書記官講義

刑事書記官事務について

10:00

1

11:00
6/25 火

横浜地方裁判所長 12階

特別会議室

懇談会12:30

1

13:00

修習生自宅司法研修所教官問研講評・面談

17組・18組終日6/26 水

横浜地方裁判所長 12階

特別会議幸

懇談会12: 30

（
。 ）

13:00

6/27 木

12階

特別会議室

横浜地方裁判所長懇談会12:30

（
ノ

13: 00

7/3 水

家事・少年指導官横浜家裁実務修習

水
～

火

9:30

（
ノ

17:00

7/24

〈

7/30

刑事指導官 10階

中会議室

座談会「刑事裁判修習を振り返って」15:00

《

）

16:00

水7/3 1

修習生自宅
自由研究日8/1 木

9時3Q分までに登庁すること。

上記表に記載されていない日程（休日等を除く。） は、各配属部において部長の指示に従

い起案等を行う。



第3クール
自 令和6年8月2日
至 令和6年9月26日

第77期3斑（民事）指導計画

横浜地方裁判所

場所担当者題 目咽 時 分月 日

13階

大会講宰

民事指導官オリエンテーション10200

＜

）金8/2

13階

大会議室

問研起案

※9:50から起案の説明を始める。

０
０

０
０

■
■
が
１
１
Ｊ
■
■

０
．

５
１

１

水8/7

9階

第1会議室

2民 谷藤裁判官講義

民事訴訟における争点整理

０
０

０
０

８
０
α
１
，
Ｊ
。
■

（
Ｕ

ワ
）

１
１

斗一

/1卜8/8

10階

中会議室

横浜簡裁
永田上席裁判官

講義

簡裁民事事件について

０
０

０
０

』
●
〃
１
，
Ｊ
”
凸

０
１

１
１

金8/9

室

階
議

（
Ｕ
・
〈
云

１
中
‐

3民 高橋裁判官講義

民事執行の実務につ↓､て

０
０

１
４

①
。
ｆ
、
、
Ｊ
■
⑧

３
４

１
１

修習生自宅
自由研究日火8/13

10階

中会議室

民事訟廷副管理官

民事訟廷事件係長

講義

民事書記官実務について

０
０

０
０

ｂ
■
〃
ｌ
、
〃
・
Ｐ

Ｏ
１

１
１

木8/15
10階

中会議室

3民 山本裁判官講義

保全事件の実務について

０
０

１
４

■
・
〃
、
、
診
●
。

３
４

１
１

修習生自宅司法研修所教官問研起案講評

午前水8/21

13階

教養室

司法研修所 小西教官18組面談

終日8/22 木

13階

教養室

司法研修所 毛利教官17組面談

金 午後8/23

］0階

中会議室

3民 澁谷裁判官

8民 下田裁判官

座談会

「民事裁判修習を振り返って」

０
０

Ｏ
０

Ｄ
Ｄ
ｒ
１
Ｊ
ｐ
ｃ

ｌ
２

１

マ

ー

木9/26

講義等の5分前には、 指定の場所に集合すること。

初日を除き、 9時30分までに登丘すること。

上記表に記載されていない日程（休日等を除く。） は、各配属部において部長の指示に従
い起案等を行う。

(注）

暑く淫/参

ヴ
〃
；

〆

一一一



第3クール
自 令和6年8月2日
至 令和6年9月26日

第77期1斑（刑事）指導計画

横浜地方裁判所

担当者 場所時 分 題 i目曜月 日

’
刑事指導官 10階

中会議室

オリエンテーション10:00
f

〉金8/2

13階

人会議室

問研起案

※9:50から起案の説明を始める‘

10:00

1

15:00

8/6 火

修習生自宅
自由研究日火8/13

1刑 関口裁判官 10階

中会議室

講義

令状事件の実務について

10:00

（
ノ

ll:00
水8/14

10階

中会議室

3刑 遠藤主任書記官講義

刑事書記官事務について

13: 10

1

14: 10

修習生自宅司法研修所教官問研講評・面談

午前

8/26 月
修習生自宅司法研修所教官面談

午後

家事・少年指導官横浜家裁実務修習

火
～
火

9/17

1

9/24

9:30
r

〉

17 :00

9階

第1会議室

刑事指導官座談会「刑事裁判修習を振り返って」l5:00

1

16: 00

9/26 木

(注）・講義等の5分前には､ 指定の場所に集合すること。

9時30分までに登庁すること。･初日を除き、

上記表に記載されていない日程（休日等を除く。）は、各配属部において部長の指示に従

い起案等を行う。



椅渓

日

日
０

７
２

２
月

月
１
９
１

年
年

ル
６
６

－
和
和

ク
令
令

４第
自
至

第77期2垂（民事）指導計画

横浜地方裁判所

担当者 場所時 分 目題曜月 日

民事指導官 13階

大会議室

オリエンテーション10:00

1金9/27

13階

大会議室

問研起案

※9:50から起案の説明を始める。

10:00

1

15:00

水10/2

10階

中会議室

講義

簡裁民事事件について

横浜簡裁
永田上席裁判官

10: 00

1

11;00
1 0/7 月

10階

中会議室

3民 高橋裁判官講義

民事執行の実務について

13: 10

1

14;40

民事訟廷 10階

中会議室

講義

民事書記官実務について

10:00

〈

l1:00
1 0/9 水

9民 三坂裁判官 10階

中会議室

講義

民事訴訟における争点整理

13: 10

1

15: 10

修習生自宅司法研修所教官問研講評

午前水10/16

13階

第3会議室

低層棟3階

裁判官研究室

司法研修所 毛利教官

小西教官

面談

木10/17
終日

9階

第1会議室

3民 山本裁判官講義

保全事件の実務について

13: 1O

1

14：40

水10/23

10階

中会議室

4民 島用裁判官

9民 三坂裁判官

座談会

「民事裁判修習を振り返って」

13:30

（

14:30

火11/19

修習生自宅
自由研究日水1 1/20

講義等の5分前には、 指定の場所に集合すること。

初日を除き、9時3Q分までに登丘すること。

上記表に記載されていない日程（休日等を除く。）は、各配属部において部長の指示に従

い起案等を行う。

(注）

庇

ｰ

落



‐

旧
日
０

７
２

２
月

月
１
９
１

年
年

ル
６
６

－
和
和

ク
令
令

４第
自
至

第77期4垂（刑事）指導計画

横浜地方裁判所

担当者 場所時 分 題

壺
】
画
一曜月 日

刑事指導官 10階

中会議室

オリエンテーション10:00

（
ノ金9/27

10階

中会議室

問研起案

※9:50から起案の説明を始める‘

10:00
〃

〉

15:00

火10/1

10階

中会議室

2刑 沼田裁判官講義 ‘

令状事件の実務について

10:00

（
J

11:00
1 0/8 火

3刑 遠藤主任書記官 10階

中会議室

講義

刑事書記官事務について

13: 10

（
ノ

14:10

司法研修所教官 修習生自宅問研講評・面談

午前

金10/18
修習生自宅司法研修所教官面談

午後

家事・少年指導官横浜家裁実務修習

火
～

月

1 1/12

1

11/18

9:30

1

17:00

刑事指導官 10階

中会議室

座談会「刑事裁判修習を振り返って」15:00

（
）

16:00

火1 1/19

修習生自宅
自由研究日水11/20

(注）・講義等の5分前には、 指定の場所に集合すること。

9時30分までに登庁するこ.と。初日を除き、

上記表に記載されていない日程(休日等を除く。）は、各配属部において部長の指示に従

い起案等を行う。

茸



。

第4クール
自 令和6年9月2
至 令和6年11月

第77期2斑（民事）指導計画

横浜地方裁判所

7日

20日

｜擢当者’担当者 場所時 分 題曜 目月 日

民事指導官 13階

大会議室

オリエンテーション10:00

〈
）金9/27

13階

大会議室

問研起案

※9:50から起案の説明を始める。

10:00

（
ノ

15:00

水10/2

10階

中会議室

講義 、

簡裁民事事件について

横浜簡裁
永田上席裁判官

10:00

1

11:00
1 0/7 月

3民 高橋裁判官 10階

中会議室

講義

民事執行の実務について

13: 10

（
J

14 :40

10階

中会議室

民事訟廷講義

民事書記官実務について

10:00

1

11:00
1 0/9 水

9民 三坂裁判官 10階

中会議室

講義

民事訴訟における争点整理

13: 10

1

15: 10

修習生自宅司法研修所教官問研講評

午前水10/16

司法研修所 毛利教官

小西教官

13階

第3会議室

低層棟3階

裁判官研究室

面談

木 終日10/17

9階

第1会議室

3民 山本裁判官講義

保全事件の実務について

13: 10

（

〉

14 :40

水1 0/23

4民 島田裁判官

9民 三坂裁判官

10階

中会議室

座談会

「民事裁判修習を振り返って」

13:30

〔

）

14;30

火1 1/19

修習生自宅
自由研究日水1 l/20

、

講義等の5分前には、 指定の場所に集合すること。

初日を除き、 －9時30金までに登丘すること。

上記表に記載されていない日程（休日等を除く。）は、各配属部において部長の指示に従

い起案等を行灸

(注）
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日
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０
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２
月

月
１

９
１

年
年
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和

ク
令
令

４第
自
至

第77期4斑（刑事）指導計画

横浜地方裁判所

担当者 場所題

｜』ロロー時 分曜月 日

刑事指導官 10階

中会議室

オリエンテーション10 :00

（
ノ金9/27

10階

中会議室

問研起案

※9:50から起案の説明を始める。

10:00

｛

15:00

火10/ 1

2刑 沼田裁判官 10階

中会議室

講義

令状事件の実務について

10: 00

（
ノ

ll:00
火1 0/8

3刑 遠藤主任書記官 10階

中会議室

講義

刑事書記官事務について

13: 10

1

14: 10

司法研修所教官 修習生自宅問研講評・面談

午前

金1 0/18
司法研修所教官 修習生自宅面談

午後

家事・少年指導官1 1/12

（

1 1/18

火
～

月

9:30

（
〕

17:00

刑事指導官 10階

中会議室

15:00

（
）

16:00

火1 1/19

修習生自宅
水1l/20

(注）・講義等の5分前には、 指定の場所に集合すること。

・初日を除き、旦睦30分までに登丘すること。

・上記表に記載されていない日程（休日等を除く。）は、各配属部において部長の指示に従

い起案等を行う。

毛


